
次 の と お り

居酒屋「アイベン」店長
　愛弁聞之助

日

愛 知 県 中 警 察 署 長 　殿

日 午

年元

係　　　　長

被害受理番号

月

8

被 害 が あ り ま し た か ら お 届 け し ま す 。

（電 話 ）０５２－２０４－１６９０

被 害 の 場 所

被 害 の 模 様

名古屋市中区三の丸１丁目１番１号
居酒屋「アイベン」

　令和元年８月２０日午後７時ころ、私が店長をして
いる居酒屋「アイベン」に男が１人来店しました、男
はビンビール３本他１４点を飲み食いし、同日午後１
０時３０分ころ代金を請求しましたが、お金が無いの
で払えないとのことでした。
　詳しくは別にお話しします。

歳

課　　　　長 課 長 代 理

被　　害　　届

被害者の住居、職
業

氏名、年齢、性別

㊞

別 記 様 式 第 ６ 号 （犯 罪 捜 査 規 範 第 ６ １ 条） （そ の １）　　　

届出人住居

氏　　　　名

名古屋市中区丸の内
３－１７－６－８０１

愛弁聞之助

署　　　　長 副　署　長

刑法犯認知票

月

月 （ 金 ）令和

令和

無銭飲食

被害の年月日時

20

検甲第１号証

元 年 8

号

号

（ 男・女　）

後７時ころから
39

21
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